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くまむら
広報   急流と鍾乳洞の里「球磨村」

  Kuma Village Public Relations
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お知らせ版

□総務企画課・議会事務局
　　　　　　　　　　　　
□住民福祉課
□税務課
□産業振興課 ( 観光 ) 
□産業振興課・農業委員会
□建設課
□教育委員会
□会計課
□健康衛生課

☎(32)1111
☎(32)1138
☎(32)1112
☎(32)1113
☎(32)1114
☎(32)1115
☎(32)1116
☎(32)1117
☎(32)1120
☎(32)1139

３

平成26年
４月から

変わります

70歳から74歳の人の
医療機関での窓口負担のお知らせ

平成26年４月から、新たに70歳になる人で所得区分が現役並み所得者以外の人の窓口負担が２割に変更になりま
す。ただし、すでに70歳になっている人の窓口負担は１割から２割に変更される予定でしたが、引き続き１割に据
え置かれます。

70歳から74歳の人の窓口負担

平成26年３月まで 平成26年４月から

１割 １割

２割

平成26年３月31日以前に
70歳に達した人
（昭和19年４月１日までに生まれた人）

平成26年４月１日以降に
70歳に達する人
（昭和19年４月２日以降に生まれた人）

＊

※現役並み所得者は、引き続き３
　割で継続されます。

＊ 70歳になる誕生日の翌月の診療分から適用（１日生ま
　れの人は誕生日の月から）。

これに伴い、平成26年４月から70歳から74歳の人の窓口負担は以下のとおりとなります。
所得区分 対象となる人 窓口負担

一　　　般 下記以外の人 昭和19年４月１日までに生まれた人
（すでに70歳になっている人） １割

低所得者Ⅱ 同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税
の人で、低所得Ⅰ以外の人 昭和19年４月２日以降に生まれた人

（新たに70歳になる人） ２割低所得者Ⅰ 同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税
の人で、その世帯の所得が一定基準以下の人

現役並み所得者 住民税課税所得が145万円以上の人が同じ世帯にいる人 ３割
（問い合わせ）健康衛生課保険医療係　☎（32）1139
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お
知
ら
せ

飼
い
犬
の
各
種
届
出

ご
み
処
理
手
数
料
の
改
定

　
家
庭
や
事
業
所
か
ら
人
吉
球
磨

ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
に
直
接
持
ち
込

ま
れ
る
ご
み
は
、
10
㎏
当
た
り
80

円
の
ご
み
処
理
手
数
料
を
徴
収

（
た
だ
し
、ご
み
収
集
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
出
さ
れ
た
ご
み
、
地
域
団
体

な
ど
に
よ
る
集
団
回
収
と
家
庭
か

ら
直
接
施
設
に
持
ち
込
ま
れ
る
資

源
ご
み
は
無
料
）し
て
い
ま
す
が
、

燃
料
・
電
気
料
の
高
騰
な
ど
で
、

ご
み
処
理
経
費
は
増
加
傾
向
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
適
正
料
金
の
見
直

し
を
行
い
、
４
月
１
日
か
ら
改
定

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
人
吉
球
磨
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
で

　
は
、
１
ｔ
の
ご
み
を
処
理
す
る

　
た
め
に
約
４
万
７
０
０
０
円
（
10

　
㎏
当
た
り
４
７
３
円
）
の
経
費

　
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
搬
入
で
き
る
日

月
曜
～
金
曜
と
日
曜

■
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
ま
で

■
休
場
日

土
曜
、
祝
日
、
振
替
休
日
、
12
月

31
日
～
１
月
３
日
ま
で

■
問
い
合
わ
せ

人
吉
球
磨
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

☎（
２
２
）１
４
１
４

「
お
知
ら
せ
版
」の
発
行
を

終
了
し
ま
す

「
こ
こ
ろ
の
悩
み
相
談
」

を
行
っ
て
い
ま
す

狂
犬
病
予
防
注
射
料
金
の

改
定

４月から消費税率が８％に引き上げられます。あなたの医療・年金・介護・子育てを守るため、消費税の負担をお願いします。

区　分 現　行
（３月31日まで）

改　定
（４月１日から）

・家庭系一般廃棄物
・事業系一般廃棄物 10㎏当たり80円 10㎏当たり100円

（備考）
10㎏未満の搬入ごみは、10㎏と計算します。

　
４
月
１
日
か
ら
消
費
税
が
８
％

に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
狂
犬
病
予

防
注
射
料
金
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

【
改
定
前
】

１
頭
当
た
り
：
２
５
０
０
円

（
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
）

【
改
定
後
】

１
頭
当
た
り
：
２
６
０
０
円

（
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
）

※
な
お
、
平
成
26
年
度
の
狂
犬
病

　
予
防
注
射（
集
合
注
射
）日
程
に

　
つ
い
て
は
、
広
報
く
ま
む
ら
３　

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
衛
生
課
生
活
環
境
係

☎（
３
２
）１
１
３
９

　

犬
を
飼
い
始
め
た
と
き
な
ど

は
、
役
場
へ
届
け
出
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
け
出
を
し
て

い
な
い
人
は
、
役
場
へ
届
け
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

○
狂
犬
病
予
防
法
抜
粋

第
４
条
第
１
項　

犬
の
所
有
者

は
、
犬
を
取
得
し
た
日
か
ら
30
日

以
内
に
、
犬
の
登
録
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
４
条
第
４
項　

犬
の
所
有
者

は
、
犬
が
死
亡
し
た
と
き
又
は
犬

の
所
在
地
等
を
変
更
し
た
と
き

は
、
30
日
以
内
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
参
照
：
罰
則
規
定
）

第
27
条
第
１
号　
登
録
申
請
ま
た

は
変
更
の
届
け
出
を
し
な
か
っ
た

者
は
、
20
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

第
27
条
第
２
号　

犬
に
予
防
注

射
を
受
け
さ
せ
な
か
っ
た
者
は
、

20
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

■
問
い
合
わ
せ

健
康
衛
生
課
生
活
環
境
係

☎（
３
２
）１
１
３
９

届け出の種類 必要なもの

犬の新規登録 印鑑、手数料 3,000 円 / １頭当たり

犬の死亡 印鑑、鑑札および狂犬病予防注射済票

飼い主および飼い主の住所変更
※村内から村内への異動

印鑑
※飼い主の変更の場合は、鑑札および
　狂犬病予防注射済票を新しい飼い主
　の人へ渡してください。

犬の所在地の変更
※村内から村外への異動

印鑑
※交付された鑑札を持って異動先の市
　町村窓口へ行ってください。

犬の所在地の変更
※村外から村内への異動 印鑑、前所在地で交付された鑑札

狂犬病予防注射
※注射料金は役場に支払わなけ
　ればなりません。

注射料金、動物病院からの証明書
狂犬病予防注射済票交付手数料
500 円 / １頭当たり

年
　
　
金

　
通
常
、
未
納
と
な
っ
て
い
る
期

間
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る

場
合
、
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
過
去
２
年
分
ま
で
で
す

が
、
平
成
27
年
９
月
30
日
ま
で
の

期
間
に
限
り
、
過
去
10
年
分
ま
で

遡
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
平
成
26
年
３
月
に
納
付
す

る
場
合
、
平
成
16
年
３
月
分
ま
で

遡
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

　
部
分
免
除
（
半
額
免
除
、
４
分

の
３
免
除
な
ど
）
期
間
の
う
ち
、

免
除
さ
れ
な
い
部
分
が
未
納
と

な
っ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
も
、

後
納
制
度
を
利
用
し
て
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
人
な
ど
は
、

後
納
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
納
付
を
希
望
す
る
人
は
、
八
代

年
金
事
務
所
に
後
納
申
し
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、「
後

納
保
険
料
納
付
書
」
が
送
付
さ
れ

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

八
代
年
金
事
務
所

☎
０
９
６
５（
３
５
）６
１
２
３

住
民
福
祉
課
住
民
係

☎（
３
２
）１
１
１
２

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納

制
度

　
臨
床
心
理
士
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

心
の
悩
み
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

＊
臨
床
心
理
士
と
は
人
間
の
『
こ

　
こ
ろ
』の
問
題
に
対
応
す
る『
心

　
の
専
門
家
』
で
す
。

■
期
日　
３
月
20
日
木

■
時
間

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

■
場
所　

相
　
　
談

　
役
場
ま
た
は
自
宅
な
ど
、
ご
希

望
に
応
じ
ま
す
。

※
相
談
は
予
約
制
で
す
。ま
ず
は
、

　
お
電
話
で
住
民
福
祉
課
福
祉
係

　
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
相
談
内
容

出
産
の
不
安
・
子
ど
も
の
発
達
の

心
配
、
子
育
て
の
悩
み
・
子
ど
も

の
不
登
校
・
介
護
疲
れ
・
借
金
問

題・家
庭
（
家
族
）
の
心
配
ご
と・

ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
ア
ル
コ
ー
ル
、
買

い
物
に
の
め
り
込
ん
で
や
め
ら
れ

な
い
・
職
場
・
学
校
の
対
人
関
係

の
悩
み
・
憂
鬱
な
気
分
が
続
く
・

眠
れ
な
い・家
庭
内
暴
力（
妻
、夫
、

恋
人
、
子
ど
も
）な
ど

■
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

住
民
福
祉
課
福
祉
係

☎（
３
２
）１
１
１
２

４月　年金相談会日程表
場　所 日　程

人吉市（人吉市消費生活センター） ４日金、７日月、11日金、14日月、18日金、21日月、25日金、28日月
錦町（温泉センター） ９日水、23日水
多良木町（多目的研修センター１階小会議室） ２日水、16日水、30日水

■予約受付時間　午前９時～午後５時
※３日前までに予約が必要ですので、年金番号を確認の上、八代年金事務所までご連絡ください。なお、予約は先
　着順となりますので、相談者が多い場合はご希望に添えない場合もあります。

（問い合わせ）八代年金事務所　☎0965（35）6123／住民福祉課住民係　☎（32）1112

　
要
約
筆
記
者
養
成
講
座
は
、
手

話
の
分
か
ら
な
い
、
も
し
く
は
手

話
よ
り
も
文
字
情
報
で
の
情
報
保

障
を
望
む
聴
覚
障
害
者
に
対
し

て
、
筆
記
・
パ
ソ
コ
ン
で
情
報
を

伝
え
る
要
約
筆
記
者
派
遣
事
業
の

担
い
手
で
あ
る
、
要
約
筆
記
者
を

養
成
す
る
も
の
で
す
。

　
要
約
筆
記
者
が
増
え
る
こ
と
は

募
　
　
集

要
約
筆
記
者
養
成
講
座

　
毎
月
10
日
を
基
本
と
し
て
発
行

し
て
き
ま
し
た
「
広
報
く
ま
む
ら

お
知
ら
せ
版
」
は
、
平
成
26
年
３

月
10
日
号
を
も
っ
て
終
了
し
ま

す
。
今
後
は
、
毎
月
25
日
発
行
を

基
本
と
す
る
「
広
報
く
ま
む
ら
」

と
統
合
し
、
さ
ら
に
充
実
さ
せ
た

内
容
で
発
行
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

総
務
企
画
課
企
画
広
報
係

☎
（
３
２
）
１
１
３
８

地
域
の
聴
覚
障
害
者
の
社
会
参
加

に
つ
な
が
り
ま
す
。
要
約
筆
記
者

に
な
り
た
い
人
は
、
ぜ
ひ
応
募
し

て
く
だ
さ
い
。

■
講
座
内
容

４
時
間（
21
回
）
計
84
時
間（
う
ち

共
通
38
時
間
、
選
択
46
時
間
）

■
期
日

５
月
１
日
木
～
10
月
30
日
木　

毎
週
木
曜
の
午
前
10
時
か
ら
午
後

３
時
ま
で

■
コ
ー
ス

　
手
書
き
と
パ
ソ
コ
ン
の
２
コ
ー

ス
を
設
け
、途
中
で
分
か
れ
ま
す
。

■
会
場

熊
本
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー（
熊
本
市
東
区
長
嶺
）

■
受
講
料　
無
料

※
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
料
と
し
て

　
３
０
０
０
円
程
度
か
か
り
ま
す
。

■
受
講
資
格

　
高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
が

あ
り
、
要
約
筆
記
活
動
を
目
指
す
人

■
受
講
申
込

　
４
月
20
日
日
ま
で
に
コ
ー
ス
を

選
ん
で
電
話
で
申
し
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

熊
本
聴
覚
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

一
般
財
団
法
人
熊
本
県
ろ
う
者
福

祉
協
会

☎
０
９
６（
３
８
３
）５
５
８
７

球磨村議会議員一般選挙
立候補予定者説明会

期日：３月27日木

時間：午前10時～
場所：球磨村コミュニティ
　　　センター「清流館」

　４月27日日を投票日として
執行される球磨村議会議員一般
選挙の立候補予定者説明会を開
催します。

（問い合わせ）
　　　球磨村選挙管理委員会
　　　☎（32）1111
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編
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球
磨
村
役
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総
務
企
画
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印
刷
／
㈲
ソ

ー
ゴ

ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス

〒
869-6401 熊

本
県
球
磨
郡
球
磨
村
大
字
渡
丙

1730
番
地

TEL 0966(32)1111 FAX 0966(32)1230 ホ

ーム
ペ

ージ
 http://w

w
w

.kum
am

ura.com
広
報

 く
ま
む
ら

  お
知
ら
せ
版

４月　やまびこ号運行表＆ふれあいサロン日程表

３

月 火 水 木 金
１ ２ ３ ４

やまびこ号

●岡・浦野・板崎・
　田頭（9:00）
●馬場・中園（9:40）

ふれあいサロン

７ ８ ９ 10 11

やまびこ号

●遠原・俣口（9:00）
●毎床・茂田（9:15）

●向淋・小谷・松本・
　大瀬（9:00）
●告・大坂間・淋・池下
　（9:20）

ふれあいサロン

■ミドリ会（渡多目的）
■毎床寿クラブ
　（せせらぎ）

■渡ニコニコ会
　（渡多目的）
■住吉川内老人クラブ
　（神瀬多目的）

■鏡山長寿会
　（立野分館）
■神瀬上区寿会・下区
　老人クラブ（神瀬多
　目的）

■内布福寿会
　（内布分館）
■清水川クラブ
　（高沢集会所）

14 15 16 17 18

やまびこ号

●内布（9:00）
●小川・茶屋・舟戸・
　椎屋（9:10）

●境目・立野・糸原・
　水篠（9:00）

●黒白・岳本・中渡・
　日隠（9:00）
●黄檗・中津・吐合・
　中屋・野々原・橋詰
　（9:15）

●渡駅前・一王子・
　レストラン石水・
　地下（9:00）

ふれあいサロン

■大無田・松谷（大無
　田林業センター）
■親和会・庄本老人会
　（せせらぎ）

■大槻地区
　（大槻キャンプ場）
■渡西鶴亀会
　（せせらぎ）

■鵜口熊太郎会
　（鵜口公民館）
■むつみ会（せせらぎ）

■那良川老人会
　（那良口公民館）
■岳本鶴亀会
　（岳本公民館）

21 22 23 24 25

やまびこ号

●鵜口・千津・大無田・
　大久保（9:00）
●松谷・那良・那良口
　（9:15）

●松舟・田代（9:00）
●友尻・宮園・体育館前・
　柳詰（9:30）

ふれあいサロン

■ミドリ会（渡多目的）
■毎床寿クラブ
　（毎床公民館）

■渡ニコニコ会
　（渡多目的）
■住吉川内老人クラブ
　（神瀬多目的）

■鏡山長寿会
　（立野分館）
■神瀬上区寿会・下区
　老人クラブ（神瀬多
　目的）

■内布福寿会
　（内布分館）
■清水川クラブ
　（高沢集会所）

28 29 30

やまびこ号

●川島・楮木・多武除・
　上蔀・伊高瀬・箙瀬
　（9:00）
●大岩・日当・永椎・
　四蔵・松野・上原・
　木屋角（9:15）
●神一・神二・堤岩戸・
　和田・蔀（9:25）

●大槻・横井（9:00）
●高沢・蔵谷・沢見・
　坂口（9:20）

ふれあいサロン

■渡西鶴亀会
　（せせらぎ）


